
県内市町村における
男女共同参画推進状況
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１．推進体制等（その１）

奈 良 市 男女共同参画室 ○ ○ ○ ○

大 和 高 田 市 人権施策課 ○ ○ ○ ○

大 和 郡 山 市 人権施策推進課 ○ ○ ○

天 理 市 市民総活躍推進課 ○ ○ ○

橿 原 市 人権政策課 ○ ○ ○

桜 井 市 人権施策課 ○ ○ ○

五 條 市 人権施策課 ○ ○ ○

御 所 市 人権施策課 ○ ○ ○

生 駒 市 人権施策課　男女共同参画プラザ ○ ○ ○ ○

香 芝 市 市民協働課 ○ ○

葛 城 市 人権政策課 ○ ○ ○

宇 陀 市 人権推進課 ○ ○ ○

山 添 村 総務課 ○

平 群 町 総務防災課 ○ ○ ○

三 郷 町 人権施策課 ○ ○

斑 鳩 町 政策財政課 ○ ○ ○

安 堵 町 総務課 ○

川 西 町 総務課 ○

三 宅 町 総務課 ○

田 原 本 町 総務課 ○

曽 爾 村 教育委員会

御 杖 村 総務課 ○

高 取 町 住民課 ○

明 日 香 村 教育課

上 牧 町 社会教育課

王 寺 町 地域交流課 ○

広 陵 町 総務課 ○ ○ ○

河 合 町 住民福祉課 ○

吉 野 町 町民税務課 ○

大 淀 町 総務課 ○

下 市 町 総務課 ○

黒 滝 村 保健福祉課 ○

天 川 村 住民課 ○

野 迫 川 村 総務課 ○

十 津 川 村 住民課 ○

下 北 山 村 住民課 ○

上 北 山 村 住民課 ○

川 上 村 住民課 ○

東 吉 野 村 総務企画課 ○

合　　計 36 3 15 15

※調査時点は原則として令和３年４月１日現在であるが、各市町村の事情により異なる場合がある。

（令和３年４月１日現在）

　　 　項目

市町村名

所　管　部　署 首長部局

事務所掌（男女共同
参画・女性等を名称

に冠し、専ら男女共同
参画に関する事務を

所掌）

庁内
推進体制

諮問機関等
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１．推進体制等（その２） 　　　　　　（令和３年４月１日現在）※

奈 良 市 ○(H14年9月14日設置) ○ (H15年4月1日施行) ○ （平成23年4月 ～ 令和4年3月） ○(R元年8月)

大和高田市 ○ (H14年4月1日施行) ○ （平成29年4月 ～ 令和9年3月） ○ ○(H28年9月)

大和郡山市 ○ (H31年4月1日施行) ○ （平成31年4月 ～ 令和6年3月） ○ ○（H30年7月)

天 理 市 ○(H10年4月1日設置) ○ （平成29年4月 ～ 令和7年3月） ○ ○(R元年8月20日～9月6日)

橿 原 市 ○(H23年4月29日設置) ○ (H18年7月1日施行) ○ （平成30年4月 ～ 令和10年3月） ○ ○(H28年11月)

桜 井 市 △
（令和３年度以降の制定を
目途に検討中）

○ （平成27年4月 ～ 令和7年3月） ○(H25年12月)

五 條 市 ○ (H29年3月28日施行) ○ （平成31年4月 ～ 令和11年3月） ○ ○（H31年5月～6月）

御 所 市 ○ （平成27年4月 ～ 令和7年3月） ○ ○（H25年8月)

生 駒 市 ○（H2年4月1日設置） ○ (H20年4月1日施行) ○ （平成27年4月 ～ 令和7年3月） ○ ○(H25年7月)

香 芝 市 ○ （平成29年4月 ～ 令和4年3月） ○ ○（R3年5月）

葛 城 市 △
（令和３年度以降の制定を
目途に検討中）

○ （平成31年4月 ～ 令和11年3月） ○ ○(H30年7月)

宇 陀 市 ○ （Ｒ2年12月25日施行） ○ （平成30年4月 ～ 令和10年3月） ○ ○(H29年2月)

山 添 村

平 群 町 △
（令和３年度以降の制定を
目途に検討中）

○ （令和元年4月 ～ 令和6年3月） ○ ○(H25年9月)

三 郷 町 △
（令和3年度以降の制定を
目途に検討中）

△

斑 鳩 町 ○ (H16年4月1日施行) ○ （平成28年4月 ～ 令和8年3月） ○ ○(H26年12月)

安 堵 町 ○ (H29年4月1日 ～ R4年3月31日）

川 西 町

三 宅 町

田 原 本 町 △ その他（未定） ○ (H29年4月1日 ～ R9年3月31日）

曽 爾 村 △
（令和3年度以降の制定を
目途に検討中）

△ 令和3年度策定予定

御 杖 村 ○ （令和2年4月 ～ 令和11年3月） ○(平成14年5月)

高 取 町 △ (平成27年4月 ～ 令和8年3月）

明 日 香 村

上 牧 町 △ △ （平成27年度 ～ 令和3年度）

王 寺 町 △ ○（H25年12月）

広 陵 町 ○ （平成30年4月 ～ 令和10年3月） ○ ○（H29年8月）

河 合 町

吉 野 町

大 淀 町

下 市 町

黒 滝 村

天 川 村 ○ （令和2年4月 ～ 令和7年3月） ○ ○（R元年9月）

野 迫 川 村 △
（令和４年度以降の制定を
目途に検討中）

○ （令和2年度 ～ 令和11年度）

十 津 川 村 ○ (令和2年4月 ～ 令和7年3月） ○ ○(R元年11月)

下 北 山 村

上 北 山 村

川 上 村 △
（令和３年度以降の制定を
目途に検討中）

東 吉 野 村

合　　計 4 15 19

○制定・策定済 △検討中

48 17

※調査時点は原則として令和３年４月１日現在であるが、各市町村の事情により異なる場合がある。

　　 　項目

市町村名

男女共同参画のた
めの総合的な施設

女性活躍推進法
との関係

（一体策定）
住民対象の意識調査等実績

令和4年度策定予定

男女共同参画に関する条例

令和4年度策定予定

男女共同参画に関する計画
地方まち・ひと・しごと創生総合戦略

への位置づけ

令和4年度策定予定
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２．相談体制 （令和３年４月１日現在）※

実施日

女性問題相談
◆男女共同参画センタ―「あすなら」（毎週　月～土）
◆西部出張所（毎週月・水）

女性のための無料法律相談 毎月第３木曜日

DＶ問題相談 毎週月～土

大 和 高 田 市 女性相談
毎月第１火、第３金（9:15～12:05）、第２土（13:00～15:50）　：　面談1人50分
（要予約）

DV・女性相談 月～金曜日

女性法律相談 第４水曜日

天 理 市
女性のための“こころ”の相談(ＤＶ関係、対人関係、セクハラなど女性
問題全般：女性専門相談員(フェミニストカウンセラー）

毎月第1火曜日9:00～15:50
※相談時間は1人50分：面接

女性による女性のための面接相談(女性が抱えるさまざまな心理的問
題や悩みなど：人権政策指導員)

(毎月第1土 10:30～13:30、第2,3,4水 9:00～12:00（1人50分・予約制：面接相
談)

女性相談員による電話相談（生き方、夫婦、家族、DV、対人関係の問
題や悩みなど：人権政策指導員）

（毎月第1～4水曜日 13:00～16:00：電話相談）

桜 井 市 女性相談
毎月第４月曜日　13：00～15：00（1人50分・予約制：面接相談）
※休日は変更あり

五 條 市 人権相談、児童虐待及びDV相談 随時

御 所 市
女性法律相談(女性のみを対象とした法律相談：弁護士)
人権相談

偶数月の第2週目の火曜日　13:30～16:30：面談（予約制）
毎月第１・第３木曜日　13:00～16:00

女性相談（電話相談・面接相談） 毎週火～土曜日　9:00～16:00（電話相談：随時、面接相談：予約制）

女性のための法律相談（女性弁護士による面接相談） 毎月第３水曜日　13:00～16:00（予約制）

香 芝 市 女性法律相談(女性が抱えている法律問題全般：弁護士・面談) 毎月第4木曜日 13:30～16:30　※祝日の場合は翌週

人権・行政・心配ごと相談 毎月第２・３・４木曜日

フェミニストカウンセリング 毎月第２・４木曜日

ＤＶ相談（ＤＶに関すること、その他女性相談：カウンセラー） 毎月第４水曜日　13：00～16：00：面接・電話（要予約）

家庭児童相談室（養護・虐待・非行等：保育士・社会福祉士） 平日　8：30～17：15

山 添 村 人権相談 毎月11日(休日の場合は翌日）

平 群 町 人権相談 第1火曜日

三 郷 町

斑 鳩 町
女性のための相談(生き方、こころ、からだ、性、労働、夫婦・パート
ナー関係、人間関係、性的被害、くらし、法律等：フェミニストカウンセ
ラー)

毎月第4金曜日 13：00～16：00：オンライン相談（1人50分・予約制）

安 堵 町 人権相談 毎月11日（休日の場合は前日）　13:00～15：00

川 西 町 人権相談 毎月第2火曜日　13:00～16:00

三 宅 町
人権総合相談（人権問題に関する事項：フェミニストカウンセラー、女
性問題相談員）

（水曜日11：00～16：00：電話・相談窓口）

田 原 本 町

曽 爾 村 人権、生活相談 随時

心配ごと相談 毎月11日(休日の場合は翌日）　　　　　13:30～15:30(面談)

人権相談 平日9:00～17:00(電話等)

高 取 町
人権相談（福祉課）
心配ごと相談（社会福祉協議会）
行政相談（総務課）

第2水曜日13：00～15：00
第4水曜日13：00～15：00
第2水曜日13：00～16：00(1.8月を除く)

明 日 香 村
人権相談（住民課）
心配ごと相談（社会福祉協議会）

第2木曜日13：00～15：00
第3水曜日13：00～15：00

人権相談・行政相談（人権問題全般：人権擁護委員）（行政問題全般：
行政相談委員）

（毎月第２金曜日9:00～12:00面談のみ）

法律相談（法律問題全般：弁護士） （偶数月の第１水曜日13：30～16：30面談のみ、先着6名）

王 寺 町

広 陵 町 ＤＶ相談窓口開設 月～金　8：30～17：15（祝日・年末年始を除く）

河 合 町 女性・DV問題等電話相談（面談可） 毎週火・金曜日

吉 野 町
DV問題等相談
心配ごと相談（社会福祉協議会）
無料法律相談

随時（平日8:30～17:15）
第３木曜日13：00～15：00
毎月１６日（休業日の場合は、直前の平日）　13：00～16：00　一件３０分程度

大 淀 町
人権相談（人権住民保険課人権施策推進室）
心配ごと合同相談（社会福祉協議会）

月～金　9:00～16:00
毎月第2・第4水曜日　13:00～15:00

行政・人権・心配ごと相談（社会福祉協議会）
人権・心配ごと相談（社会福祉協議会）

第１木曜日　13：00～15：00（電話相談可）
第３木曜日　13：00～15：00（電話相談可）

こころの健康相談（健康福祉課）
奇数月第１月曜日（休日の場合は翌週の月曜日）
①13：00～14：00　②14：15～15：15　③15：30～16：30

黒 滝 村

天 川 村

野 迫 川 村

十 津 川 村

下 北 山 村

上 北 山 村

川 上 村

東 吉 野 村

合　　計 29

　　 　項目

市町村名

女性問題等の相談事業

奈 良 市

大 和 郡 山 市

橿 原 市

※調査時点は原則として令和３年４月１日現在であるが、各市町村の事情により異なる場合がある。

生 駒 市

葛 城 市

宇 陀 市

御 杖 村

上 牧 町

下 市 町
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３．女性の登用状況（その１） （令和３年３月３１日現在）※

うち
女性数

委員
総数

うち
女性数

女性
比率

うち
女性数

奈 良 市 741 238 32.1% 35 令和4年3月 56 9 16.1% 37 6 16.2%

大和高田市 722 209 28.9% 35 令和9年3月 30 5 16.7% 17 1 5.9%

大和郡山市 390 52 13.3% 30 令和6年3月 35 3 8.6% 20 2 10.0%

天 理 市 819 169 20.6% 30 令和3年3月 37 3 8.1% 16 2 12.5%

橿 原 市 835 209 25.0% 30 令和5年3月 31 5 16.1% 23 5 21.7%

桜 井 市 382 106 27.7% 30 令和7年3月 30 4 13.3% 16 0 0.0%

五 條 市 607 168 27.7% 30 令和11年3月 55 8 14.5% 12 1 8.3%

御 所 市 434 97 22.4% 30 令和5年3月 32 3 9.4% 13 0 0.0%

生 駒 市 799 259 32.4% 40 令和7年3月 31 9 29.0% 24 9 37.5%

香 芝 市 964 256 26.6% 30 令和4年3月 34 4 11.8% 16 3 18.8%

葛 城 市 321 65 20.2% 40 令和11年3月 39 3 7.7% 13 2 15.4%

宇 陀 市 325 83 25.5% 30 令和10年3月 29 6 20.7% 14 2 14.3%

山 添 村 67 10 14.9% 43 5 11.6% 10 0 0.0%

平 群 町 233 52 22.3% 30 令和6年3月 31 6 19.4% 12 3 25.0%

三 郷 町 195 46 23.6% 27 4 14.8% 13 5 38.5%

斑 鳩 町 397 131 33.0% 35 令和8年3月 35 6 17.1% 13 3 23.1%

安 堵 町 60 10 16.7% 29 3 10.3% 9 0 0.0%

川 西 町 57 14 24.6% 34 6 17.6% 12 1 8.3%

三 宅 町 218 78 35.8% 26 5 19.2% 10 1 10.0%

田 原 本 町 346 80 23.1% 30 令和4年3月 33 4 12.1% 14 1 7.1%

曽 爾 村 60 8 13.3% 23 4 17.4% 8 0 0.0%

御 杖 村 107 26 24.3% 20 令和7年3月 24 3 12.5% 8 0 0.0%

高 取 町 106 22 20.8% 32 4 12.5% 8 1 12.5%

明 日 香 村 89 15 16.9% 41 7 17.1% 9 1 11.1%

上 牧 町 337 108 32.0% 25 5 20.0% 12 3 25.0%

王 寺 町 169 52 30.8% 29 令和6年3月 25 2 8.0% 12 6 50.0%

広 陵 町 299 84 28.1% 25 令和4年4月 27 3 11.1% 14 3 21.4%

河 合 町 184 31 16.8% 28 5 17.9% 13 2 15.4%

吉 野 町 214 51 23.8% 31 4 12.9% 9 0 0.0%

大 淀 町 196 42 21.4% 30 1 3.3% 12 2 16.7%

下 市 町 147 44 29.9% 24 4 16.7% 8 1 12.5%

黒 滝 村 96 10 10.4% 24 2 8.3% 6 0 0.0%

天 川 村 80 15 18.8% 23 2 8.7% 7 0 0.0%

野 迫 川 村 55 14 25.5% 12 0 0.0% 7 0 0.0%

十 津 川 村 45 15 33.3% 25 4 16.0% 9 0 0.0%

下 北 山 村 69 4 5.8% 23 3 13.0% 8 0 0.0%

上 北 山 村 57 12 21.1% 12 1 8.3% 5 0 0.0%

川 上 村 58 10 17.2% 19 1 5.3% 8 0 0.0%

東 吉 野 村 57 7 12.3% 24 0 0.0% 8 1 12.5%

合　　計 11,337 2,902 25.6% 1,169 156 13.3% 485 67 13.8%

奈 良 県 1,300 421 32.4% 51 13 25.5%

　＊注：審議会等委員への女性の登用目標がある市町村は、その対象である審議会等の女性の登用状況
   審議会等委員への女性の登用目標がない市町村は、地方自治法２０２条の３に基づく審議会等
 　 と条例により設置されている審議会等の女性の登用状況（但し、広域の審議会を除く）

委員
総数

女性
比率

目標値
（％）

目標年度

※調査時点は原則として令和３年３月３１日現在であるが、各市町村の事情により異なる場合がある。

議員総
数

女性比率

　　 　項目

市町村名

審議会等における登用状況（＊注） 地方自治法（180条の5）に基づく委
員会等における登用状況

市町村議会議員
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３．女性の登用状況（その２） （令和３年４月１日現在）※

 

　

 

　

 

　

 

　

う
ち
女
理
性
職
管
数

う
ち
女
性
数

う
ち
女
性
数

う
ち
女
性
数

奈 良 市 229 67 29.3 129 21 16.3 21 4 19.0 15 3 20.0 35 6 17.1 23 3 13.0 173 57 32.9 91 15 16.5

大和高田市 136 29 21.3 78 8 10.3 41 3 7.3 12 0 0.0 11 3 27.3 9 0 0.0 84 23 27.4 57 8 14.0

大和郡山市 55 2 3.6 48 2 4.2 7 0 0.0 6 0 0.0 9 1 11.1 8 1 12.5 39 1 2.6 34 1 2.9

天 理 市 75 19 25.3 55 11 20.0 11 0 0.0 9 0 0.0 9 0 0.0 7 0 0.0 55 19 34.5 39 11 28.2

橿 原 市 135 33 24.4 101 13 12.9 15 1 6.7 14 1 7.1 35 5 14.3 33 4 12.1 85 27 31.8 54 8 14.8

桜 井 市 50 5 10.0 44 5 11.4 10 1 10.0 9 1 11.1 0 0 0 0 40 4 10.0 35 4 11.4

五 條 市 55 9 16.4 48 5 10.4 11 1 9.1 10 0 0.0 5 2 40.0 4 2 50.0 39 6 15.4 34 3 8.8

御 所 市 61 13 21.3 45 5 11.1 13 1 7.7 11 1 9.1 0 0 0 0 48 12 25.0 34 4 11.8

生 駒 市 89 25 28.1 59 10 16.9 12 2 16.7 9 1 11.1 8 1 12.5 6 1 16.7 69 22 31.9 44 8 18.2

香 芝 市 69 21 30.4 47 10 21.3 10 1 10.0 9 1 11.1 7 1 14.3 6 1 16.7 52 19 36.5 32 8 25.0

葛 城 市 51 12 23.5 44 9 20.5 15 3 20.0 14 3 21.4 0 0 0 0 36 9 25.0 30 6 20.0

宇 陀 市 137 52 38.0 79 13 16.5 24 4 16.7 11 1 9.1 7 3 42.9 4 1 25.0 106 45 42.5 64 11 17.2

山 添 村 9 0 0.0 9 0 0.0 9 0 0.0 9 0 0.0

平 群 町 15 1 6.7 13 0 0.0 4 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0 0 11 1 9.1 9 0 0.0

三 郷 町 27 3 11.1 25 1 4.0 6 0 0.0 6 0 0.0 3 0 0.0 3 0 0.0 18 3 16.7 16 1 6.3

斑 鳩 町 21 3 14.3 19 3 15.8 5 1 20.0 5 1 20.0 0 0 0 0 16 2 12.5 14 2 14.3

安 堵 町 15 2 13.3 14 2 14.3 4 1 25.0 4 1 25.0 0 0 0 0 11 1 9.1 10 1 10.0

川 西 町 16 2 12.5 14 2 14.3 3 0 0.0 3 0 0.0 0 0 0 0 13 2 15.4 11 2 18.2

三 宅 町 20 5 25.0 19 4 21.1 8 2 25.0 7 1 14.3 1 0 0.0 1 0 0.0 11 3 27.3 11 3 27.3

田 原 本 町 40 7 17.5 32 7 21.9 9 1 11.1 6 1 16.7 2 0 0.0 1 0 0.0 29 6 20.7 25 6 24.0

曽 爾 村 9 0 0.0 9 0 0.0 9 0 0.0 9 0 0.0

御 杖 村 9 2 22.2 9 2 22.2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 22.2 9 2 22.2

高 取 町 11 2 18.2 11 2 18.2 11 2 18.2 11 2 18.2

明 日 香 村 12 3 25.0 12 3 18.2 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0 0 11 2 18.2 11 2 18.2

上 牧 町 23 2 8.7 18 2 11.1 5 0 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 17 2 11.8 13 2 15.4

王 寺 町 36 6 16.7 33 3 9.1 11 1 9.1 11 1 9.1 0 0 0 0 25 5 20.0 22 2 9.1

広 陵 町 36 12 33.3 29 9 31.0 6 1 16.7 6 1 16.7 2 1 50.0 1 1 100.0 28 10 35.7 22 7 31.8

河 合 町 29 3 10.3 27 3 11.1 8 0 0.0 8 0 0.0 4 1 25.0 4 1 25.0 17 2 11.8 15 2 13.3

吉 野 町 19 1 5.3 19 1 5.3 2 0 0.0 2 0 0.0 17 1 5.9 17 1 5.9

大 淀 町 23 3 13.0 21 3 14.3 5 0 0.0 5 0 0.0 2 1 50.0 2 1 50.0 16 2 12.5 14 2 14.3

下 市 町 11 2 18.2 11 2 18.2 11 2 18.2 11 2 18.2

黒 滝 村 9 2 22.2 8 1 12.5 9 2 22.2 8 1 12.5

天 川 村 10 1 10.0 9 0 0.0 10 1 10.0 9 0 0.0

野 迫 川 村 9 0 0.0 9 0 0.0 9 0.0 9 0.0

十 津 川 村 12 2 16.7 10 1 10.0 12 2 16.7 10 1 10.0

下 北 山 村 6 1 16.7 6 1 16.7 6 1 16.7 6 1 16.7

上 北 山 村 5 0 0.0 5 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 5 0 0.0 5 0 0.0

川 上 村 8 0 0.0 8 0 0.0 8 0 0.0 8 0 0.0

東 吉 野 村 7 1 14.3 5 0 0.0 7 1 14.3 5 0 0.0

合　　計 1,589 353 22.2 1,181 164 13.9 267 29 10.9 201 19 9.5 141 25 17.7 113 16 14.2 1,181 299 25.3 867 129 14.9

1,589 353 22.2 課長相当職以上 448 42 9.4

3,190 935 29.3 1,213 180 14.8

※調査時点は原則として令和３年４月１日時点であるが、各市町村の事情により異なる場合がある。
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（令和３年４月１日現在）※ ３．女性の登用状況（その３） （令和３年４月１日現在）※

 

　
 　 

う
ち
女
性
数

う
ち
女
性
数

奈 良 市 285 79 27.7 157 34 21.7 444 77 17.3 256 49 19.1 30.0 令和3年度 1,126 148 13.1%

大 和高 田市 58 32 55.2 40 24 60.0 246 111 45.1 165 59 35.8 30.0 令和2年度 137 9 6.6%

大 和郡 山市 68 19 27.9 59 16 27.1 75 18 24.0 49 7 14.3 10.0 令和5年度 315 50 15.9%

天 理 市 50 15 30.0 39 11 28.2 85 24 28.2 63 16 25.4 20.0 令和2年度 136 5 3.7%

橿 原 市 141 40 28.4 95 15 15.8 192 66 34.4 82 27 32.9 24.0 令和4年度 652 85 13.0%

桜 井 市 82 29 35.4 64 26 40.6 7 3 42.9 6 2 33.3 20.0 令和7年度 106 2 1.9%

五 條 市 57 16 28.1 47 12 25.5 79 38 48.1 54 22 40.7 30.0 令和7年度 291 15 5.2%

御 所 市 12 6 50.0 9 4 44.4 90 35 38.9 57 21 36.8 30.0 令和2年度 119 5 4.2%

生 駒 市 145 54 37.2 83 20 24.1 189 76 40.2 94 38 40.4 33.0 令和6年度 127 16 12.6%
教育長
原井葉子

令和3年4月1
日～令和6年3
月31日

香 芝 市 145 76 52.4 49 12 24.5 63 29 46.0 33 8 24.2 30.0 令和7年度 47 2 4.3%

葛 城 市 63 22 34.9 42 7 16.7 53 28 52.8 29 11 37.9 30.0 令和7年度 44 0 0.0%

宇 陀 市 99 45 45.5 60 14 23.3 124 51 41.1 109 37 33.9 30.0 令和9年度 216 10 4.6%

山 添 村 22 11 50.0 14 3 21.4 27 18 66.7 12 5 41.7 30 0 0.0%

平 群 町 31 8 25.8 27 7 25.9 19 12 63.2 11 5 45.5 30.0 令和5年度 40 7 17.5%
議会議長
窪和子

令和3年5月7
日～1年間

三 郷 町 19 5 26.3 16 2 12.5 9 1 11.1 9 0 0.0 30.0 令和4年度 44 8 18.2%

斑 鳩 町 27 13 48.1 23 11 47.8 35 21 60.0 22 12 54.5 20.0 令和3年度 172 26 15.1%

安 堵 町 16 6 37.5 13 4 30.8 14 9 64.3 11 6 54.5 12 1 8.3%

川 西 町 16 9 56.3 14 7 50.0 34 15 44.1 14 5 35.7 20 1 5.0%

三 宅 町 0 0 0 0 16 5 31.3 16 5 31.3 30.0 令和3年度 10 0 0.0%

田 原 本 町 23 7 30.4 20 7 35.0 47 14 29.8 37 12 32.4 15.0 令和2年度 100 2 2.0%

曽 爾 村 8 4 50.0 7 3 42.9 9 0 0.0%

御 杖 村 9 3 33.3 9 3 33.3 15 8 53.3 15 8 53.3 4 0 0.0%

高 取 町 15 6 40.0 14 5 35.7 32.0 令和2年度 24 0 0.0%
副町長
東扶美

令和３年4月1
日～令和７年
3月31日

明 日 香 村 14 2 14.3 14 2 14.3 14 7 50.0 14 7 50.0 30.0 令和8年度 40 0 0.0%

上 牧 町 29 17 58.6 19 9 47.4 29 14 48.3 20 10 50.0 24 5 20.8%

王 寺 町 0 0 0 0 43 16 37.2 40 13 32.5 25.0 令和2年度 53 4 7.5%

広 陵 町 22 13 59.1 12 4 33.3 34 11 32.4 26 8 30.8 50.0 令和4年度 41 3 7.3%

河 合 町 15 5 33.3 11 3 27.3 39 8 20.5 29 4 13.8 21 3 14.3%

吉 野 町 21 8 38.1 19 6 31.6 16 7 43.8 16 7 43.8 20.0 令和2年度 52 0 0.0%

大 淀 町 33 10 30.3 26 7 26.9 26 17 65.4 24 16 66.7 15.0 令和2年度 51 0 0.0%
議長池田
加代子

令和元年5月
～

下 市 町 10 1 10.0 10 1 10.0 15 5 33.3 14 4 28.6 86 4 4.7%

黒 滝 村 7 2 28.6 7 2 28.6 5 1 20.0 5 1 20.0 12 0 0.0%

天 川 村 8 5 62.5 6 3 50.0 20.0 令和4年度 19 0 0.0%

野 迫 川 村 2 2 100.0 2 2 100.0 25.0 令和2年度 13 0 0.0%

十 津 川 村 16 6 37.5 14 3 21.4 11 4 36.4 9 4 44.4 53 0 0.0%

下 北 山 村 4 0 0.0 4 0 0.0 2 0 0.0 2 0 0.0 25.0 令和7年度 8 0 0.0%

上 北 山 村 9 0 0.0 9 0 0.0 2 0 0.0 2 0 0.0 10.0 令和3年度 4 0 0.0%

川 上 村 9 2 22.2 9 2 22.2 20.0 令和2年度 26 1 3.8%

東 吉 野 村 11 4 36.4 9 3 33.3 33 14 42.4 23 5 21.7 28.0 令和4年度 19 0 0.0%

合　計 1,601 582 36.4 1,072 294 27.4 2,132 763 35.8 1,368 434 31.7 4,303 412 9.6%

※調査時点は原則として令和３年４月１日時点であるが、各市町村の事情により異なる場合がある。
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